
 昇降機の確認申請を受け付ける場合は、その建物が建築基準法に適法な状態である必要がある。
その適法性を担保するために、従来既存建物の検査済証の提出を求めている。
 検査済証のない建物の昇降機を改修または昇降機を新たに設置する場合の取り扱いについては
以下のとおりとする。

１．検査済証のない建物について、昇降機の改修、新たに設置する等の確認申請を受け付る場合は、
  増築の申請時と同様に検査済証のない建物の増築申請を受け付ける場合に準ずるものとする。

２．判断フローチャート（参考）

参考：既存建築物の現況調査ガイドライン（第１版）（令和6年12月 国土交通省）

令和8年1月15日
豊島区 都市整備部 建築課 設備審査グループ

検査済証のない建物の昇降機を改修する場合等の取り扱いについて
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建築物または昇降機の
検査済証があるか

【建築物】現地調査

昇降機の改修内容が
確認申請が必要な規模か

確認申請不要
設計者・施主の責任において法適合し改修

昇降機の改修

改修工事計画の提出(12条5項報告)

建築物の直近工事
着手時の特定可否

確認申請を受け付ける（既存建築物に遡及しない）

不適合項目
があるか

既存不適格と
断定できるか

【建築物】現地調査

【建築物】現行法適合義務

【建築物】既存不適格調書の提出(12条5項報告)

既存建築物に遡及しない

yes

yes

no

no

no

yes

yes

no

no

yes

【昇降機】確認申請受付

昇降機検査時に建物の適法性も検査する
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